
開発行為の許可に関すること（建築確認を申請する前に手続きが必要）

① ◇

② ◇

特定開発許可に関すること（土砂災害特別警戒区域内）※R8.4.1～都から区へ権限移譲

◇

盛土規制法の許可に関すること（工事着手前に手続きが必要）※R6.7.31～運用開始

◇ １ｍ超の盛土･２ｍ超の切土･500㎡超の切盛等、２ｍ超もしくは500㎡超の一時的な土石の堆積等は手続きが必要

大規模建築物等の建築に関すること

◇

◇

◇

② ◇

③ ◇

④

雨水流出抑制施設設置の指導に関すること

① ◇

② ◇

③ ◇

景観法の届出に関すること

① ◇

② ◇

③ ◇

建築計画のお知らせに関すること

① ◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

高層アンテナ計画のお知らせに関すること

◇

（８）

［高層アンテナ計画に関する事前周知等に係る要綱］

建築確認申請を伴う高さが15mを超える鉄柱等と一体となったアマチュア無線用アンテナを
設置するときは、建築確認申請の３０日前までに標識設置及び近隣説明が必要

 都市計画課
 建築調整係
 ℡：０３-５７２２-９３８２
 総合庁舎本館 ６階

中 高 層 建 築 物
高さが１０ｍを超える建築物
ただし、第一種低層住居専用地域にあっては、軒高が７ｍを超える建築物、
又は地階を除く階数が３以上の建築物

② 大 規 模 建 築 物

③ 特定用途建築物

上記の①～③の建築計画は、規模に応じて建築確認等を申請しようとする日の３０日・６０日又は
９０日前までに標識の設置が必要。また、所定の日までに近隣住民への説明が必要。
https://www.city.meguro.tokyo.jp/toshikeikaku/shigoto/kenchiku/hyoshiki.html

延べ面積が１，５００㎡以上、かつ、高さが１５ｍ以上の建築物

延べ面積が１，５００㎡以上、かつ、地階を除く階数が５以上の建築物

延べ面積が１，５００㎡以上、かつ、住戸の数が２０以上の建築物

床面積が４０㎡未満の住戸が１０以上、かつ、階数が３以上のワンルーム形式集合建築物

斎場・結婚式場・興行場・ぱちんこ屋・ゲームセンターで、その用途に供する部分の床面
積の合計が５００㎡を超える建築物

（５）

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/seibijourei.html

① 大 規 模 建 築 物

敷地面積１，０００㎡以上の建築物（１戸建ての住宅を除く）

延べ面積１，５００㎡以上、かつ、高さ１５ｍ以上又は地上５階以上の建築物

延べ面積１，５００㎡以上、かつ、住戸の数が２０以上の建築物

［景観法第１６条及び目黒区景観計画］
https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/keikaku/keikaku/yasashi_machi/keikan/keikan_keikaku
/todokedenituite.html

敷地面積が１，０００㎡以上または延べ面積１，５００㎡以上の建築物（１戸建ての住宅は除く）

地上からの高さ１７ｍを超える、または築造面積が１，０００㎡以上の工作物

目黒川沿川、山手通り沿道または目黒通り沿道の建築物及び工作物

［目黒区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱］
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/usuiryushutsuyokusei/chisuishido.html

国、都、区その他公共的な団体が設置する施設

敷地面積５００㎡以上の民間施設（平成２３年５月１日施行）

都市計画法第２９条に定める開発許可を要する施設

（６）

（７）

［目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例］

 （２）
・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内で、区画形質の変更を行う場合は許可（対策工事等）が必要。
・敷地面積500㎡未満も対象。

［建築計画に係る協議・問い合わせ］の窓口一覧表
令和8年4月1日現在

（総合庁舎内の窓口位置図は9ページ、官公署等の案内図は１0ページに記載）
※ ご不明な点がございましたら、まずは所管窓口へ直接お問い合わせください。

１　建築物等の規模により手続き・確認が必要なもの

所管窓口

 （１）

［都市計画法第２９条関連］

 都市整備課
 開発係
 ℡：０３-５７２２-９７１５
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/kaihatukyoka.html

５００㎡以上の一団の敷地の場合は、建築確認申請書を提出する前に事前相談書の提出が必要

都市計画法第２９条に定める開発行為の計画を行う場合は、手続きが必要

 （３）
https://www.city.meguro.tokyo.jp/toshiseibi/shigoto/tochitorihiki/moridokiseihou.html

（４）

［目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例］（住環境整備条例）

ワンルーム形式集合建築物 １区画の床面積が４０㎡未満の戸数１０以上、かつ、階数３以上のワンルーム形式集合建築物

特定商業施設建築物 店舗面積が５００㎡を超える建築物

開発許可対象区域内建築物
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目黒区所管の都市施設に関すること（都市計画道路・都市計画公園・生産緑地・都市計画緑地）

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikeikakushisetsuzu.html

目黒区所管の道路及び水路等に関すること
①

②

③

都市計画道路に関すること

◇ 東京都所管 都市計画道路について、建築確認を申請する前に確認が必要

補助４６号線（事業区間：目黒本町五丁目、原町一丁目・洗足一丁目）の問い合わせ先

 【道路事業認可時の図書縦覧のみの場合】
　目黒区　みどり土木政策課　施設計画係
　℡：０３-５７２２-９７４５
　　総合庁舎本館６階
 ※沿道３０ｍ区域（都市防）はＰ８の３（１）へ

補助２６号線 （事業区間：駒場、中央町）の問い合わせ先

 【道路事業認可時の図書縦覧のみの場合】
　目黒区　みどり土木政策課　施設計画係
　℡：０３-５７２２-９７４５
　　総合庁舎本館６階

③ ◇

④ ◇

福祉環境整備に関すること

https://www.city.meguro.tokyo.jp/shinseisho/sumai/kenchiku/fukumachi.html

① ◇ 事務所・病院・店舗・ホテル・運動施設・学校・公共交通施設等（東京都福祉のまちづくり条例）

② ◇ 延べ面積５００㎡を超え、２，０００㎡未満の共同住宅（目黒区福祉のまちづくり整備要綱）

③ ◇

斜面地建築物の制限に関すること

◇

長期優良住宅に係る認定申請に関すること

◇

建築物浸水予防対策に関すること

［目黒区建築物浸水予防対策指導要綱］

◇

（１１）

①
事業中の

都市計画道路
（東京都施行）

◇

　所　管 ：東京都第一市街地整備事務所
　　　　　　 事業課まちづくり推進担当
　電　話 ：０３-３５３４-３４２９
　　　　　　（目黒本町、原町・洗足）
　所在地：中央区勝どき１-７-３
　　　　　　 勝どきサンスクェアビル９階

⑤

補助１２７号線（自由が丘駅前広場～補助46号線）の問い合わせ先

未着手の
都市計画道路
【建築許可】

都市計画法第53条・54条関係
都市計画施設の区域内における建築等の規制内容と許可基準

②

建築課
建築指導係
 ℡：０３-５７２２-９６３７
 総合庁舎本館 ６階

 東京都
 （詳細左記）

 東京都
 （詳細左記）

◇都市計画道路の概要
都市計画課
都市計画係
 ℡：０３-５７２２-９７２５
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/toshikeikaku/shigoto/machidukuri/toshikeikakushisetsuzu.html

都市基盤整備課
都市基盤整備係
 ℡：０３-５７２２-９３４６
 総合庁舎本館 ６階https://www.city.meguro.tokyo.jp/toshikiban/shigoto/douro/127ninka.html

事業中の
都市計画道路
（目黒区施行）

◇

◇
　所　管 ：東京都第二建設事務所　工事第一課
　電　話 ：０３-３７７４-９００２
　所在地：品川区広町２-１-３６
　　　　　　 品川区総合庁舎内８階

未着手の
都市計画道路

【計画線】

東京都　都市整備局　都市づくり政策部　都市計画課　都市計画相談担当
都庁第二庁舎１２階北側　　℡：０３-５３８８-３２１３

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_kibo/chokiyuryojutaku.html

長期優良住宅の建築等・維持保全をしようとし、その認定を申請する方

（１５）

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_kibo/sinsui_taisaku.html

建築物の接する周囲の地面、または道路面より低い位置に床を有する建築物を計画する場合、
確認済証受領時までに「浸水予防対策検討結果報告書」の提出が必要

（１２）

［東京都福祉のまちづくり条例・目黒区福祉のまちづくり整備要綱］

 建築課
 建築指導係
 ℡：０３-５７２２-９６３７
 総合庁舎本館 ６階

上記の①・②とも東京都バリアフリー条例の対象となるものは届出省略可。
ただし、観覧席・客席及び都市計画法・建築基準法の規定に基づき設けた公共的な通路がある場合は届出が必
要。

（１３）

［目黒区斜面地建築物の制限に関する条例］
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_kibo/syamenti.html

第一種低層住居専用地域内で高低差３ｍを超える地盤に接し、地階がある共同住宅・長屋

（１４）

［長期優良住宅の普及の促進に関する法律］

（１０）
区道の現況幅員、認定幅員及び境界確定等の調査

 土木管理課
 境界係
 ℡：０３-５７２２-９４６７
 ℡：０３-５７２２-９５５８
 総合庁舎本館 ６階

敷地に接する法定外公共物（水路敷）等の境界確認・確定の調査

法定外公共物（水路敷）の状況の調査  土木管理課
 土木監察係
 ℡：０３-５７２２-９４２６
 総合庁舎本館 ６階

（９）

◇
目黒区所管の都市施設については、建築確認を申請する前に確認が必要  都市計画課

 都市計画係
 ℡：０３-５７２２-９７２５
 総合庁舎本館 ６階
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建築物省エネ法に関すること

① ◇

② ◇

③ ◇

低炭素建築物新築等計画の認定申請に関すること

◇

土砂災害警戒区域等に関すること

◇ 東京都が指定した土砂災害警戒区域等について

◇

建設リサイクル法に基づく届出に関すること（工事に着手する日の７日前までに提出）

① ◇

② ◇

③ ◇

④ ◇

道路の位置指定等の申請に関すること

緑化計画等に関すること（建築確認を申請する前に緑化計画の事前協議・提出が必要）

◇

◇

◇

◇

◇

屋外広告物に関すること

◇

道路占用に関すること
◇

沿道掘削に関すること
◇

自費工事に関すること

◇

（２５）
道路等の区域内において、車乗り入れのための歩道及びL形側溝の切り下げや舗装補修工事を行う場合は、
事前の立会いのうえ自費工事申請が必要
　（申請：占用係、立会い：土木監察係）

 土木管理課
 占用係
 ℡：０３-５７２２-９４１８
 

土木監察係
 ℡：０３-５７２２-９４２６
 総合庁舎本館 ６階

（２２）

［東京都屋外広告物条例］

 土木管理課
 占用係
 ℡：０３-５７２２-９４１８
 総合庁舎本館 ６階

一定の大きさ以上の広告物・広告塔等を常時又は一定期間継続して設置する場合は、許可申請が必要

（２３）
工事用の足場・仮囲い等を区道に設置する場合は、目黒区・所轄警察署の占用・使用許可が必要

（２４）
道路の構造等を保全するため、道路の近接で掘削される場合はご相談ください。

緑 化 計 画 の 提 出

敷地面積２００㎡以上で、新築・新設・増改築・増設・用途変更を行うとき

開発行為等及び２０台以上の自動車駐車場等の設置を行うとき
（開発行為で造成された宅地での新築は、敷地面積に関わらず全て）

③
緑 化 計 画 の 提 出
（ 都 条 例 と の 関 係 ）

◇
敷地が３，０００㎡以上の計画の場合は、必ず下記の連絡先へご相談ください。

 所 管：東京都環境局自然環境部 緑環境課　　℡：０３-５３８８-３４５５

（２１）

［目黒区みどりの条例］

 みどり土木政策課
 みどりの係
 ℡：０３-５７２２-９３５５
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/midori/shigoto/kouen/keikaku.html

①
樹 木 等 の 保 全 協 議
（伐採を予定する場合）

樹木は、１．５ｍの高さにおける幹の周囲が８０ｃｍ以上。ただし、複数の幹が
あるときは、それぞれの幹周りの合計に０．７を乗じて得た数値が８０ｃｍ以上。

樹林は、みどりで覆われている土地の面積が３００㎡以上

生け垣は、高さが９０ｃｍ以上、かつ、その長さが２０ｍ以上

②

(２０)

◇
開発行為に該当しない５００㎡未満の土地利用における「道路（位置）指定・指定変更・指定取消」の
事前協議・申請

 建築課
 調査係
 ℡：０３-５７２２-９６３８
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_kibo/ichishitei.html

土砂災害ハザードマップの閲覧
目黒区ホームページ 『土砂災害ハザ-ドマップ』 で検索

 防災課
 （庶務担当）
 ℡：０３-５７２３-８７００
 所在地：中央町１-９-７
    　　 （防災センター内）

（１９）

［建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律］
 建築課
 受付係
 ℡：０３-５７２２-９６４２
 総合庁舎本館 ６階

延べ面積８０㎡以上の建築物の解体

延べ面積５００㎡以上の建築物の新築・増築

請負金額が１億円以上の建築物の修繕・模様替え（リフォーム等）

請負金額が５００万円以上の工作物に関する工事（土木工事等）

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/teitanso.html

低炭素化のための建築物の新築等をしようとし、その認定を申請する方

（１８）
［土砂災害防止法］  建築課

 構造指導係
 ℡：０３-５７２２-９６４７
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_basyo/doshabou_kekka.html

［建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律］

 建築課
 設備指導係
 ℡：０３-５７２２-９０６８
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_kibo/shoeneho.html

省エネ基準適合義務に関すること

省エネ性能向上計画の認定（容積率特例）に関すること

延べ面積１０，０００㎡を超える建築物（特定建築物以外）の届出先
所 管：東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課設備担当　℡：０３-５３８８-３３６４

（１７）

［都市の低炭素化の促進に関する法律］

（１６）
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自転車駐車場付置義務に関すること（建築確認を申請する前に手続きが必要）

① ◇

② ◇

③ ◇

路外駐車場及び特定路外駐車場の届出に関すること

◇

① ◇

② ◇

工場・指定作業場等の届出に関すること

① ◇

② ◇

③ ◇

土壌汚染の調査に関すること

① ◇

② ◇

① ◇

② ◇

アスベスト使用の事前調査について

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/koji/zizen.html

① ◇

② ◇

建築物の解体工事等のお知らせと環境保全に関すること

① ◇ 構造に関わらず床面積が８０㎡以上の解体

② ◇ 騒音規制法・振動規制法による特定建設作業

③ ◇

④ ◇ 環境確保条例による指定建設作業 標識設置

廃棄物保管場所（集積所等）に関すること
① ◇

② ◇

③ ◇

④ ◇

建築物の衛生的環境確保に関する指導要綱

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

旅館業・興行場・公衆浴場・サウナ・プール・コインランドリー・コインシャワー・墓地等 に関すること

◇

◇

（３５）
https://www.city.meguro.tokyo.jp/shinseisho/hoken_eisei/eisei/index.html

許可又は届出が必要（プールについては、容量が５０立方メートル以上のものが対象）  生活衛生課
 環境衛生係
 ℡：０３-５７２２-９５０２
 総合庁舎本館 ６階

［目黒区墓地等の経営の許可等に関する条例］

墓地、納骨堂、火葬場の経営・拡張（縮小）・廃止を行う場合

（３３）

◇

延べ面積５００㎡以上の建築物（一戸建ては除く）について、
給排水設備・換気・空調設備・レジオネラ症の感染源となる設備等
（延べ面積は、駐車場・駐輪場の部分は除く）

 生活衛生課
 環境衛生係
 ℡：０３-５７２２-９５０２
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/eisei/sumai/kenchikubutsu_eisei/index.html

（３４）

◇
特定用途の床面積の合計が３，０００㎡以上の建築物（学校の場合は８，０００㎡）

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/eisei/sumai/kenchikubutsu_eisei/index.html

（３２）
延べ面積３，０００㎡以上の大規模建築物（事業用・住宅とも）

 目黒区清掃事務所
 ℡：０３-３７１９-５３４５
 所在地：目黒本町2-13-19

延べ面積１，０００㎡以上、３，０００㎡未満の中規模集合住宅

延べ面積１，０００㎡未満で、住戸数４以上の小規模集合住宅

一団地に、３区画以上を建築する建売住宅

（３０）

［大気汚染防止法］

 環境保全課
 公害対策係
 ℡：０３-５７２２-９３８６
 総合庁舎本館 ６階

解体等工事（改修を含む）の際は、アスベスト事前調査を実施し、調査結果等を掲示

８０㎡以上の解体・100万円以上の改修工事は、事前調査結果をシステムで報告

（３１）

［目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱］
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/koji/kaitai.html

1.標識設置及び近隣関係住民への説明

2.標識設置届出（近隣説明報告含む）大気汚染防止法による特定粉じん排出作業
[飛散性石綿（作業レベル１，２）の除去等の工事]

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/kojo/dojoosen/index.html

有害物質を取り扱っていた特定施設（水質汚濁防止法・下水道法等）の廃止等が伴う場合

土地の一定規模（３，０００㎡以上）の形質の変更を行う場合

［都民の健康と安全を確保する環境に関する条例］

有害物質を取り扱っていた工場・指定作業場の廃止等が伴う場合

３，０００㎡以上の敷地の土地の掘削等、形質の変更を行う場合

（２８）

［都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、騒音・振動規制法］

 環境保全課
 公害対策係
 ℡：０３-５７２２-９３８４
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/kojo/index.html

工場（一定出力以上の原動機や有害物質の使用、騒音・振動が発生する製造・加工等）の設置

指定作業場（２０台以上の駐車場、洗濯施設、ボイラー、ガソリンスタンド等）の設置

騒音・振動規制法特定施設（７.５kw以上の送風機、印刷機、金属加工機械等）の設置

（２９）

［土壌汚染対策法］

（２７）

［駐車場法］
 土木管理課
 土木監察係
 ℡：０３-５７２２-９４２６
 総合庁舎本館 ６階

次の①、②の両方に該当する自動車の駐車のための施設は、事前に届出が必要

自動車の駐車する部分の面積（駐車マスの面積）が５００㎡以上（車路は含みません）

誰もが利用できる時間貸し駐車場、商業施設や病院等の駐車場
（居住者専用駐車場、従業員専用駐車場や月極駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象外）

（２６）

［目黒区自転車等放置防止条例］  土木管理課
 自転車対策係
 ℡：０３-５７２２-９４４４
 総合庁舎本館 ６階

大規模小売店舗または飲食店で、店舗面積４００㎡を超える建築物

金融機関またはスポーツ施設で、店舗面積５００㎡を超える建築物

遊技場または学習施設で、店舗面積３００㎡を超える建築物
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大規模店舗に関すること

① ◇

② ◇

③ ◇

防災貯水槽に関すること
① ◇

② ◇

③ ◇

消防水利に関すること

① ◇

② ◇

③ ◇

大量排水の事前相談に関すること

◇

◇

下水道排水管の工事に関すること

◇

◇

保育施設設置の協力要請に関すること

◇

◇

https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoikukeikaku/kosodatekyouiku/hoikuennado/daikibojyuutaku.html 

（４０）

排水管の工事をするときは、必ず工事着工７日前までに、
排水設備計画届出書を下水道事務所に提出することになっています。
また、排水設備の工事は指定業者しか施行できません。
その他詳細については、下水道局からのお知らせをご覧ください。

 東京都下水道局
 南部下水道事務所
 お客様サービス課
 排水設備担当
 ℡：０３-５７３４-５０４３下水道台帳の閲覧については、（３７）と同じです。

（４１）

［目黒区大規模集合住宅の建築における保育所等の設置の協力要請に関する要綱］
 保育計画課
 保育計画係
 ℡：０３-５７２２-９８６６
 総合庁舎本館 ６階

床面積が４０㎡以上の住戸の数が５０以上の建築物

目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例の建築計画の届出の日の前までに、
協議を行うこと。

事 前 相 談
１日の排水量が５０立方メートル以上、敷地面積１，０００㎡以上、
又は延べ面積３，０００㎡以上のいずれかに該当する場合

 東京都下水道局
 南部下水道事務所
 ℡：０３-５７３４-５０５２下水道台帳の閲覧

閲覧場所

　東京都下水道局施設管理部 管路管理課　　℡：０３-５３２０-６６１８

　東京都庁第二本庁舎27階南

（３８）
計画敷地が５００㎡以上の開発許可対象の物件は、４０ｔ以上の貯水槽を設置
（都市計画法施行令第２５条第８号の規定）

 東京消防庁
 目黒消防署
 警防課 防災安全係
 ℡：０３-３７１０-０１１９

建築物の延べ面積が２，０００㎡以上の場合は、４０ｔ以上の貯水槽の設置（住環境整備条例）

建築物の延べ面積が５，０００㎡以上の場合は、１００ｔ以上の貯水槽の設置（住環境整備条例）

（３９）

（３７）
敷地面積が５００㎡以上の開発許可対象の物件は、５ｔの防災貯水槽の設置（小型防災貯水槽設置要領）  防災課

 ①②災対担当
 ℡：０３-５７２３-８４８８
 ③区民防災担当
℡：０３-５７２３-８１７６
所在地：中央町１-９-７
    　　 （防災センター内）

大規模建築物で延べ面積が２，０００㎡未満の場合は、５ｔの防災貯水槽設置（住環境整備条例）

大規模建築物で敷地面積３，０００㎡以上の場合は、防災器具置場の設置（住環境整備条例）

（３６）

［大規模小売店舗立地法・目黒区特定商業施設の出店に伴う生活環境との調和のための要綱］
 産業経済・消費生活課
 商店街振興係
 ℡：０３-５７２２-９８８１
 総合庁舎本館 １階

店舗面積５００㎡を超えるもの（目黒区要綱）

深夜営業のものは、店舗面積３００㎡を超えるもの（目黒区要綱）

「一の建物」の店舗面積の合計が１，０００㎡を超えるものは、下記の連絡先へ（大店立地法）
所 管：東京都産業労働局商工部　地域産業振興課　　℡：０３-５３２０-４７８８
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狭あい道路の拡幅整備事業に関すること

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_basyo/kyoai_kaisei/index.html

◇

◇

地区計画・ガイドラインに関すること

◇環七沿道

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/kanjo7/index.html

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/guidelines/index.html

自由が丘駅周辺駐車場地域ルールに関すること

◇

　　　https://www.city.meguro.tokyo.jp/chikuseibi/shigoto/machidukuri/parking_rule.html

自由が丘地区街並み形成指針に関すること
◇

　　　http://www.jiyugaoka-spirit.com/Street_formation/index.html

埋蔵文化財に関すること

◇

◇

目黒区の浸水履歴に関すること

① ◇

② ◇

包蔵地地図の閲覧
閲覧場所
・目黒区総合庁舎本館５階　教育委員会事務局生涯学習課

（６）
平成16年度以降の目黒区の浸水履歴の照会
目黒区ホームページ『浸水履歴』で検索

 防災課
 （庶務担当）
 ℡：０３-５７２３-８７００
 所在地：中央町１-９-７
    　　 （防災センター内）

目黒区水害ハザードマップの閲覧
目黒区ホームページ 『水害ハザ-ドマップ』 で検索

（４）
自由が丘一・二・三丁目、緑が丘二丁目、中根一丁目２３・２４・２５番において、建築行為等を行う場合  地区整備課

 地区整備係
 （自由が丘地区）
 ℡：０３-５７２２-９４３０
 総合庁舎本館 ６階

自由が丘の街づくり会社の事業です。地域の街づくり活動にご協力をお願いいたします。
相談・申請　自由が丘の街づくり会社　株式会社ジェイ・スピリット
℡：０３-３７１７-４６０１　所在地：目黒区自由が丘2-10-8 自由が丘エヌケービル3階

（５）

［文化財保護法］
 生涯学習課
 文化財係
 ℡：０３-５７２２-９３２０
  総合庁舎本館 ５階

 https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/gakko/bunkazai/maizo_hogo/maizobunkazaihogo.html

事 前 相 談
指定区域内においては、建築工事を行う前に
文化財係との協議・届出が必要

◇上目黒一丁目　◇上目黒二丁目
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kusei/keikaku/machizukuri/yasashiimachi/

nakameguroseibi/index.html

◇自由が丘駅前西及び北地区
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/jiyuugaokaeki/

west-north/nishikita_kettei.html

（３）

自由が丘一丁目３～４番（一部）、５～１４番、２５～３１番、自由が丘二丁目９～１３番、１４～１７番（一部）
緑が丘二丁目２５番（一部）において、東京都駐車場条例に基づく駐車場地域ルールの適用を受ける
場合には、事前相談が必要です。

 地区整備課
 地区整備係
 （自由が丘地区）
 ℡：０３-５７２２-９４３０
 総合庁舎本館 ６階

沿道地区計画（１地区）

③
ガイドライン（２地区） ◇八雲四丁目　◇青葉台一丁目

◇大橋
https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/keikaku/keikaku/

yasashi_machi/ohashichikuseibi/oohashi.html

◇自由が丘東地区
https://www.city.meguro.tokyo.jp/chikuseibi/shigoto/ machidukuri/

higashi_chiku.html

 地区整備課
 地区整備係
 （大橋・自由が丘地区）
 ℡：０３-５７２２-９４３０
 （中目黒地区）
 ℡：０３-５７２２-９６７３
 総合庁舎本館 ６階

① 地 区 計 画 （ ５ 地 区 ）

（２）

① 地区計画（１１地区）

◇補助26号線沿道駒場四丁目　◇祐天寺栄通り　◇下目黒一丁目　　　　　

 都市整備課
 開発係
 ℡：０３-５７２２-９７１５
 総合庁舎本館 ６階

◇中目黒四丁目　◇目黒本町五丁目　◇原町一丁目・洗足一丁目　

◇西小山駅前　◇自由通り沿道八雲

◇自由が丘睦坂沿道　◇自由が丘サンセットエリア　◇自由が丘南口

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_basyo/chikukeikaku/index.html

②

２　地域や場所により手続き・確認が必要となるもの

所管窓口

（１）

［目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例］
 建築課
 耐震化促進・狭あい道路整備係

 ℡：０３-５７２２-９７２９
 総合庁舎本館 ６階

建築基準法第４２条第２項の道路に接し、
後退用地・隅切り用地を拡幅工事する場合、建築確認申請をする場合
（売買・分筆のみの場合は不要）

建築確認を申請する4週間前までに、狭あい道路拡幅整備協議書の提出が必要

26
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電波伝搬障害に関すること（建築確認を申請する前に手続きが必要）

◇

◇

 

鉄道路線の近接に関すること

問い合わせ先

② ◇ ２路線

③ ◇ １路線

④ ◇ １路線

高圧線の近接に関すること

◇

羽田空港における航空法の制限に関すること

◇

https://secure.kix-ap.ne.jp/haneda-airport/

◇

　１，高さ６０ｍ以上の物件

　２，進入表面・転移表面または水平表面に６ｍ以内となる物件 ℡：０３-５７５７-３００２

　３，航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるもの

※航空障害灯の設置方法については東京航空局航空灯火電気技術課へお問い合わせください。 ℡：０３-５２７５-９２９６

（９）

送電線と建築物との距離等
東京電力パワーグリッド㈱
コンタクトセンター

℡：０１２０－９９５－００７

（１０）

①

高さ制限について（航空法第４９条及び５６条の３）
『羽田空港高さ制限回答システム』で住所入力、高さ制限を確認

問い合わせ先
（①及び②２，３について）
東京航空局
東京空港事務所空港振興課

②

航空障害灯の設置について（航空法第５１条）
航空障害灯の設置義務

東京地下鉄　日比谷線 メトロ開発㈱　技術部渉外課 ℡：０３-５８４７-７８９３

東日本旅客鉄道 　山手線 東日本旅客鉄道㈱　首都圏本部設備ユニット ℡：０３-５６９２-６１３４

東急電鉄㈱  工務部 施設保全課 ℡：０５０－５５２６－９０５１
東横線・目黒線・田園都市線・大井町線

京王電鉄　京王線・井の頭線 京王電鉄㈱　工務部保線課 ℡：０４２-３３７-３２４４

（８）

工事中の保全等の確認

① ◇
東急電鉄

４路線

（７）
電波伝搬障害防止区域で、高さ３１ｍを超えるもの  関東総合通信局

 無線通信部陸上第一課
 ℡：０３-６２３８-１７６３

電波伝搬障害防止区域図の閲覧

https://www.juran.denpa.soumu.go.jp/gis/index.html
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https://secure.kix-ap.ne.jp/haneda-airport/


不燃化特区に関すること

◇

木造住宅密集地域整備事業に関すること

◇

緑化助成等に関すること

◇

https://www.city.meguro.tokyo.jp/shigoto/kouen/ryokka/hogo/machinami/index.html

雨水流出抑制施設等設置助成に関すること

◇

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/enjo/usui.html

環七沿道整備に関すること

耐震化促進に関すること

◇

がけ・擁壁の改修に関すること

◇

ブロック塀等の除却等に関すること

◇

土砂災害特別警戒区域内の対策等に関すること

◇

アスベスト調査助成に関すること（１０）

◇

区内建築物の解体・改修などを行うため、
アスベストと疑われる吹付け材等を専門機関に調査依頼する場合、
分析調査費用の半額を助成します。
助成限度額は住宅１戸あたり１０万円、マンション管理組合・事業用建築物は２０万円。
詳細はお問い合わせください。

 環境保全課
 公害対策係
 ℡：０３-５７２２-９３８４
 ℡：０３-５７２２-９３８６
 総合庁舎本館 ６階

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/koji/josei.html

昭和５６年５月３１日以前に建てられた建物を対象に、耐震診断･設計･改修･除却費用の一部
を、更に平成１２年５月３１日以前に建てられた２階建て以下の木造住宅では、耐震診断･設
計･改修費用の一部を助成する制度があります。事前相談のうえ、耐震診断等の契約前にお申
し込みください。なお、構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。

 建築課
 耐震化促進・狭あい道路整備係

 ℡：０３-５７２２-９４９０
 総合庁舎本館 ６階

（７）
高さが２メートルを超えるがけ・擁壁等で区が改修の必要を認めたものを
改修（擁壁の新築工事又は築造替え工事）する場合、費用の一部を助成します。
助成条件がありますので、事前相談の上、改修工事の契約前にお申し込みください。

（８）
道路に面する高さ８０cmを超える安全性の確認できない塀の除却等を行う場合、
費用の一部を助成します。
助成条件がありますので、事前相談の上、工事の契約前にお申し込みください。

（９）

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の既存不適格建築物を対象に、土砂の流入に対し
て塀等を設けた場合や、居住の用に供する建築物を除却して移転した場合、費用の一部を助
成します。（建替えは対象外）なお、助成条件及び工程上の制限等がありますので、事前
相談の上、工事の契約前にお申し込みください。

（５）

◇

都道環状七号線沿道に背後地への騒音を軽減する効用のある緩衝建築物を建築する場合や、
昭和６３年７月１日以前に建てられた建築物に防音工事を行う場合に、
東京都がその費用の一部を助成する制度があります。

 都市整備課
 開発係
 ℡：０３-５７２２-９７１５
 総合庁舎本館 ６階https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/kanjo7/kannana.html

（６）

（３）
接道部(道路沿い)に中高木などを主体として、連続して1.0m以上新たに緑化する場合や、
建築物の屋上や壁面等を1.0m²以上新たに緑化する場合に、緑化工事費の一部を助成します。
その他助成条件がありますので、事前相談の上、対象の緑化工事前にお申し込みください。

 みどり土木政策課
 みどりの係
 ℡：０３-５７２２-９３５９
 総合庁舎本館 ６階

（４）
個人が所有する住宅等（敷地面積が５００㎡以上の新築住宅を除く）に
浸透施設（浸透ます、浸透トレンチ）及び雨水タンクを設置する場合は、
工事費の一部を助成します。

 都市整備課
 開発係
 ℡：０３-５７２２-９７１５
 総合庁舎本館 ６階

３　建物を建築又は耐震化する際、条件を整えることにより助成が受けられるもの

所管窓口

（１）
対象地区：目黒本町五丁目、目黒本町六丁目、原町一丁目、
　　　　　洗足一丁目の一部（１～２４・２９・３０番）

（２）
対象地区：目黒本町五丁目、目黒本町六丁目、
　　　　　原町一丁目、原町二丁目の一部（１～４番、７～１３番）、
　　　　　洗足一丁目の一部（１～４・１０～２４番）、碑文谷一丁目の一部（４～９番）

 木密地域整備課
 木密地域整備係
 ℡：０３-５７２２-９６５７
 総合庁舎本館 ６階

11

66

26

63

91

63
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［ 各 担 当 部 署 の 窓 口 位 置 図 ］ 

 

｛本館６階（都市整備部・環境清掃部） 

 

 

 

 

                                 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｛本館５階（教育委員会・生涯学習課）｝ 

 

                                      （教育委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

            （ 議 場 ）                   （区議会事務局） 

 

  
 

｛本館１階（産業経済・消費生活課）｝ 

       （西口）               （会計課）       （国民年金課） 

         

 

 

 

 

                  （戸籍住民課）                     

 

                                                   

                   池                    中庭 

 

レストラン                 休憩コーナー                 （庁舎管理係） 

    

        

（東口） 
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（住宅課） 

) 

 

（道路公園課） 

) 

〇環境保全課 91～93 

※工場・指定作業場等の届出に関すること 

※建築物の解体工事等のお知らせと環境保全に関すること 

〇みどり土木政策課 11 

※緑化計画の届出に関すること 

※緑化助成等に関すること 

 

〇都市計画課 41 42 

※都市施設に関すること 

※中高層紛争予防条例に基

づく届出に関すること 

○土木管理課 51~53 

※自転車駐車場付置義務に関すること 

※道路占用に関すること 

※屋外広告物に関すること 

※路外駐車場の届出に関すること 

※区道の幅員・境界に関すること 

※道路台帳に関すること 

※自費工事に関すること 

〇生涯学習課 

※埋蔵文化財に関すること 

 

Bエレベーター 

○建築課 21~26 

※建築物省エネ法に関すること 

※福祉環境整備に関すること 

※長期優良住宅に係る認定申請に関すること 

※建築リサイクル法に基づく届出に関すること 

※道路の位置指定等の申請に関すること 

※建築物浸水予防対策に関すること 

※狭あい道路の拡幅整備事業に関すること 

※耐震化促進に関すること 

※がけ･擁壁･ブロック塀等の改修に関すること 

 

○都市整備課 61～63 

※開発許可に関すること 

※大規模建築物等に関するこ

と 

※総合治水対策に関すること 

※景観法の届出に関すること 

※地区計画に関すること 

〇産業経済・消費生活課 

※大規模店舗に関すること 

Bエレベーター 

Aエレベーター 

Aエレベーター 

ワークサポート 

めぐろ 

東京法務局 

目黒証明書センター 

〇地区整備課65 

※地区計画（５地区 大橋、

上目黒一丁目、上目黒二

丁目、自由が丘駅前西及

び北地区、自由が丘東地

区）に関すること 

※自由が丘駅周辺の駐車場

地域ルールに関すること 

※自由が丘地区街並み形成

指針に関すること 

〇木密地域整備課66 

※不燃化特区に関すること 

※木造住宅密集地域整備事

業に関すること 

〇地域振興課 

※町会に関すること 

和室 

Aエレベーター Bエレベーター 

〇都市基盤整備課

64 

※地域交通に関す

ること 

※道路事業認可時

図書の縦覧 

 

〇保育計画課71 

※保育施設設置の協力要請に

関すること 

（清掃リサイクル課） 

 

〇生活衛生課101～104 

※「建築物の衛生的環境確保に関す

る指導要綱」に関すること 

※「建築物の衛生的環境の確保に関

する法律」に関すること 



 

［ 総合庁舎周辺の官公署等案内図 ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［主な官公署等の住所・電話番号］ 

官 公 署 等 電 話 番 号 住 所 

目 黒 区 役 所 ０３－３７１５－１１１１（代） 目黒区上目黒２丁目１９－１５ 

東京法務局渋谷出張所 ０３－３４６３－７６７１（代） 渋谷区宇田川町１-１０ 

東 京 法 務 局 

目 黒 証 明 書 セ ン タ ー 
---------------------- 

目黒区上目黒２丁目１９－１５ 

（目黒区総合庁舎内） 

品 川 労 働 基 準 監 督 署 ０３－３４４３－５７４３ 品川区上大崎３丁目１３－２６ 

東京都水道局目黒営業所 ０３－５７７３－６１２６ 目黒区中町２丁目４３－１８ 

都下水道局南部下水道事務所 ０３－５７３４－５０３１ 大田区雪谷大塚町１３－２６ 

東京ガスお客様センター   ０５７０－００２２１１ ---------------------- 

東京電力パワーグリッド㈱ 

大 田 営 業 セ ン タ ー 
０１２０－９９５-００７ 大田区池上５丁目１２－１７ 

目 黒 警 察 署 ０３－３７１０－０１１０ 目黒区中目黒２丁目７－１３ 

碑 文 谷 警 察 署 ０３－３７９４－０１１０ 目黒区碑文谷４丁目２４－１７ 

目 黒 消 防 署 ０３－３７１０－０１１９ 目黒区下目黒６丁目１－２２ 

目 黒 郵 便 局 ０５７０－９４３－２３４ 目黒区目黒本町１丁目１５－１６ 

目 黒 税 務 署 ０３－３７１１－６２５１ 目黒区中目黒５丁目２７－１６ 

目 黒 区 清 掃 事 務 所 ０３－３７１９－５３４５ 目黒区目黒本町２丁目１３－１９ 

目 黒 区 防 災 セ ン タ ー ０３－５７２３－８７００ 目黒区中央町１丁目９－７ 
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中目黒駅 

祐天寺駅 

学芸大学駅 

目黒川 

山手通り 

目黒通り 

駒沢通り 

環状七号線 

目黒区総合庁舎 

目黒警察署 

東京都水道局 

目黒営業所  

目黒区 

防災センター 

目黒消防署 

東京法務局 

目黒証明書センター 

目黒区 

清掃事務所 

碑文谷警察署 

東急東横線 


